
認可外保育施設、一時預かり事業（一時保育サービス）、預かり保育事業、病児保育事業 

ファミリーサポートセンター事業等を利用される方の無償化の流れ 

 

【保護者】 

施設等利用給付認定申請 

（法第30条の4第2号・第3号） 

【保護者】 

保育サービスの利用 

・認可外保育施設（企業主導型保育事業所以外） 

・一時預かり事業（一時保育サービス） 

・預かり保育事業 

・病児保育事業 

・子育て援助活動（ファミリーサポートセンター事業）など 

【保護者】 

利用した施設に対する保育料の支払い 

（領収書・提供証明書の取得・保存） 

【保護者】 

お住まいの市町村への保育料の請求 

（償還払い もしくは施設による代理受領） 

※サービス利用施設から発行された領収書と提供証明書

の添付が必要です 

【保護者】 

施設型給付費・地域型保育給付費等

支給認定申請（2号・3号） 

【市町村】 

施設等利用給付認定 

 

【市町村】 

（認可保育施設未入所者のみ） 

施設等利用給付認定（みなし認定） 

 

【市町村】 

無償化となる保育料分の金額を支払い※ 

（上限額有り・年 4回程度を予定） 

 

※利用したサービスが無償化の対象になるかどうかは、幼稚園へ

の所属状況等により異なりますので、事前にご確認ください。 


